
　

耕
作
放
棄
地
の
増
加
な
ど

に
よ
り
多
面
的
機
能
の
低
下

が
特
に
懸
念
さ
れ
て
い
る
中

山
間
地
域
等
に
お
い
て
、
農

業
生
産
の
維
持
を
図
り
つ

つ
、
多
面
的
機
能
を
確
保
す

る
と
い
う
観
点
か
ら
、
中
山

間
地
域
等
直
接
支
払
制
度
が

制
定
さ
れ
、
八
雲
町
に
お
い

て
は
平
成
13

年
度
よ
り
東
野

集
落
と
入
沢
集
落
の
2
集
落

で
取
り
組
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
実
施
状
況
（
平
成
28

年

度
交
付
金
事
業
）
に
つ
い
て
閲

覧
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
農

林
課
農
業
振
興
係
ま
で
お
越

し
く
だ
さ
い
。

【
閲
覧
期
間
】

　

6
月
5
日
（
月
）
〜

19

日
（
月
）

　

午
前
9
時
〜
午
後
5
時

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

農
林
課
農
業
振
興
係
内
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中
山
間
地
域
等

直
接
支
払
制
度

（
平
成
28
年
度
交
付
金
事
業
）の

実
施
状
況
が

閲
覧
で
き
ま
す

◇
こ
ん
な
事
故
に
注
意

１
．
農
業
機
械
で
の
作
業
に
よ

る
事
故
（
ト
ラ
ク
タ
ー
の
転

倒
等
）

２
．
施
設
で
の
作
業
に
よ
る
事

故
（
高
所
か
ら
の
転
落
等
）

３
．
公
道
で
の
事
故
な
ど

　

周
囲
の
安
全
確
認
・
作
業
し

な
い
と
き
は
機
械
の
エ
ン
ジ
ン

を
オ
フ
に
！

◇
万
が
一
の
時
の
た
め
に…

　

労
働
者
災
害
補
償
保
険
（
労

災
保
険
）
に
加
入
を
！

農
作
業
事
故
に

　

 

注
意
し
ま
し
ょ
う

　前回のVol.14（平成28年11月号）では自治基本

条例の第３章（町民参加と協働）第17条について解

説しました。今号では、第18条の一部を紐解いてい

きます。

第18条　

　町民、議会及び行政は、まちづくりにおける課

題を解決するため、協働の推進に努めるものとし

ます。

2　行政は、町民との協働を推進するために必要

　な制度の準備に努めるものとします。

 第18条では、町民・行政および議会の3者が協

働の推進に努めることを明記しています。また、

行政は、協働の推進に必要な制度を整備する努力

義務を明記しています。

【用語解説】「協働」とは、用語の定義では、

「町民、議会及び行政が、互いに知恵と力を合わ

せ、同じ目的に向かって協力し、行動すること」

です。地域の課題を町民自らが認識し、その解決

に向けた行動を起こす際、町民が自ら行うべきか、

行政でなければ解決できないか、町民と行政が一

緒に解決するかを判断することが必要になります。

これら役割分担の中で、町民と行政（議会も含

む）が協力し解決に向けてともに考え行動する手

段が協働と言えます。

○協働の主な効果

１、地域だけでは解決できない課題を町民と行政

が協働することにより、多様なサービスが育ま

れること

２、町民の自治意識が高揚し、サービスの担い手

として、まちづくり活動への一層の参加が促さ

れること

３、行政は、町民のニーズや価値観を深く理解す

ることができ、行政運営の効率化と組織・職員

の意識改革につなげることができること

vol.●15
自治基本条例って
何ですか

第３章（町民参加と協働）
自治基本条例－第18条（協働の推進）

解　説

　

北
海
道
新
幹
線
の
建
設
主
体
で

あ
る
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・

運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
は
、

「
北
海
道
新
幹
線
（
新
青
森
・
札

幌
間
）
環
境
影
響
評
価
書
（
北
海

道
）
平
成
14

年
1
月
」
に
基
づ
く

事
後
調
査
等
報
告
書
（
新
函
館
北

斗
・
札
幌
間
）（
平
成
29

年
3
月
）

を
次
の
と
お
り
公
表
し
ま
す
。

【
閲
覧
期
間
】

　

6
月
5
日
（
月
）
〜
30

日
（
金
）

の
土
曜
日
、
日
曜
日
を
除
く
20

日

間【
閲
覧
時
間
】

　

午
前
9
時
〜
午
後
5
時　

【
閲
覧
場
所
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新
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告
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に
つ
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て

　町長と話したい、町長の考えを聞いてみたいと
思っている町民の方との懇談会を開催しています。
◆人数　５名以上（団体、個人は問いません）
◆懇談時間　概ね１時間程度
◎希望の開催日時と会場を事前にお知らせください
（こちらから伺います）。随時受け付けしています。
※日程は町長の公務日程と調整させていただきます。
◆申込先
　企画振興課協働推進係　　　　☎0137－62－2300
　地域振興課まちづくり推進係　☎01398－2－3111

町長との懇談会 OK
��
��
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